
本学の「修学における特徴」・「施設

の現状」についてご確認ください。

受験および修学にあたって、特別な

配慮が必要と思われる方は、左記

までご連絡ください。

【 受付時間：月～金9:30-17:30

(祝祭日・休校日を除く) 】

日程を決め、事前面談を行います。

状況を確認の上、申請方法について

ご説明し、申請書をお渡しします。

面談を通じて、ニーズ・希望の聞き取

り、申請書内容の確認をします。

出願前

申請書を「障がい学生支援窓口」に

提出してください。

入学前 入学後

修学上の特徴、施設の状況を確認

特別な配慮が

必要と思われる

特別な配慮が

必要と分かった

必要になった

アドミッション＆コミュニケーション部

0120-815-864

障がい学生支援窓口（本館1階）

03-3258-5823 / ras@kandagaigo.ac.jp / manaba内設置フォーム

申請

相談 ・ 協議

配慮内容、方針の決定（合意）

受験

入試において 修学において

学期ごとに経過面談

入学

通学・受講

確認

連絡

面談

申請

相談

協議

面談

学期末に面談実施します。

＊支援内容に変更がある場合は、再度

相談・協議と合意形成を行います。

実施

＊在学中は、特別な配慮が不要となるまで継続的に支援を行います。

＊支援は、関係部署が連携をとりながら行います。相談内容等の秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。

診断書、医師の意見書、検査報告書等を添付いただきます。※メールによる提出可

本学において「障がい学生支援委員会」

で協議します。

本人の希望と委員会の提案で合意が

得られるまで継続します。

入試または修学にあたって

特別な配慮が必要な場合の手続きについて


